
税理士法（昭和26年法律第237号） 

 

（欠格条項）  

第四条  次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。  

一  未成年者  

二  成年被後見人又は被保佐人  

三  破産者で復権を得ないもの  

四  国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しないもの  

五  国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税犯則取締

法 （明治三十三年法律第六十七号）（地方税法 において準用する場合を含む。）若しくは関税法 （昭和二十九

年法律第六十一号）（とん税法 （昭和三十二年法律第三十七号）及び特別とん税法 （昭和三十二年法律第三十

八号）において準用する場合を含む。）の規定により通告処分（科料に相当する金額に係る通告処分を除く。）を受

けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行し

た日から三年を経過しないもの  

六  国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その

刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しないもの  

七  懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの  

八  国家公務員法 （昭和二十二年法律第百二十号）、国会職員法 （昭和二十二年法律第八十五号）又は地方公

務員法 （昭和二十五年法律第二百六十一号）の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三

年を経過しない者  

九  弁護士法 （昭和二十四年法律第二百五号）若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置

法 （昭和六十一年法律第六十六号）、公認会計士法 、弁理士法 （平成十二年法律第四十九号）、司法書士法 

（昭和二十五年法律第百九十七号）、行政書士法 （昭和二十六年法律第四号）、社会保険労務士法 （昭和四十

三年法律第八十九号）又は不動産の鑑定評価に関する法律 （昭和三十八年法律第百五十二号）の規定による

懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務

の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受け

た日から三年を経過しないもの（これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなった者を除く。）  

十  税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項第一号の

規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの  

 

（登録拒否事由）  

第二十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。  

一  懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労

務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条 に規定する鑑定評価等業務（第四十三

条において「鑑定評価等業務」という。）を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの  

二  報酬のある公職（国会又は地方公共団体の議会の議員の職及び非常勤の職を除く。以下同じ。）につい

ている者 

三  不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようと

した者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの  

四  不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、

その行為があつた日から二年を経過しないもの  

五  国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令にふれる行為をした者で、その行為があつた日

から二年を経過しないもの  

六  心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠く虞がある者  

七  税理士の信用又は品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者  


